
令和７年度 第２回 北栄町社会教育委員会兼北栄町公民館運営審議会 

 

        日時 令和７年１２月１日（月） 

                   午後１時３０分～午後３時 

場所 大栄農村環境改善センター 会議室３ 

           

日 程 

 

１ 開 会 

 

２ あいさつ  

 

３ 定足数の確認 

     委員 10名中  人出席  

４ 議事録署名委員の指名 

・三村委員長 

   ・（          ） 

 

５ 協議・報告事項 

（１）研修報告 

   全県社会教育関係者研修会（Ｐ.２～５） 

鳥取県社会教育振興大会兼社会教育委員研修会（Ｐ.６～８） 

 

（２）令和７年度の主な事業の中間報告・令和８年度事業に向けて 

① 生涯学習課 文化・スポーツ推進室        (Ｐ.９～２１) 

  ②（一財）北栄スポーツクラブ 

  ③ 生涯学習課 人権教育推進室 

    ④ 中央公民館 

  ⑤ 中央公民館大栄分館 

  ⑥ 図書館 

 

（３）その他 

 

６ 町内で子ども・若者をサポートする団体の紹介 

  ・「エイ！ホクエイ」について（一般社団法人ＥＩ） 

  ・「ゆらのあき家 フロート」について（つながる学校プロジェクト） 

  ・「はぐでり」について（Ｈｕｇｌｉｎｋ）  

 

７ その他 

  

８ 閉 会   



北栄町社会教育委員兼北栄町公民館運営審議会委員  

委員名簿 

番号 氏  名 所 属 等 構 成 等 

1 西村 信彦 大栄小学校代表 
学校教育関係者 

2 萬 章夫 北条中学校代表 

3 岡本 栄里子 北条小学校ＰＴＡ代表 

社会教育関係者 

4 大橋 絵里 大栄中学校ＰＴＡ代表 

5 安田 千秋 婦人会代表 

6 前田 伸雄 自治会長会代表 

7 別本 勝美 文化団体代表 

8 三村 章雄 青少年育成関係者 
家庭教育の向上に資

する活動を行う者 

9 清水 武  

学識経験者 
10 玉木 純一  

任 期  令和６年４月１日から令和８年３月３１日まで 

＜事務局出席者＞ 

番号 氏 名 職 名 所 属 等 備 考 

1 笠見 隆志 教育長 教育委員会  

2 渡辺 健二 課長 生涯学習課  

3 福庭 克展 室長 生涯学習課 文化・スポーツ推進室  

4 川本 伸明 室長 生涯学習課  人権教育推進室  

5 松尾 大介 館長 中央公民館  

6 福田 香織 主幹 図書館  

7 吉田 千成 館長 
北栄人権文化センター 

（ほくほくプラザ） 
 

8 福田 愛治 理事長 (特非)まちづくりネット 
中央公民館 

大栄分館 

9 荒川 辰也 事務局長 (一財)北栄スポーツクラブ  

10 荒木 啓子  地域学校協働活動推進員 北条校区 

11 菱井 啓子  地域学校協働活動推進員 大栄校区 

12 池口 沙弥香 社会教育主事 生涯学習課 文化・スポーツ推進室  
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令和７年度全県社会教育関係者研修会 

 

１ 目 的 

   地域づくりや地域課題の解決等に向けて、住民の学びの場である公民館が果たすべき

役割を考え、機能を強化し、地域コミュニティの基盤となって生涯学習や社会教育活動

を推進していくことで、地域の教育力向上を図る。 

 

２ 日 時  令和７年９月３０日（火）午後１時～午後４時 

 

３ 場 所  上灘コミュニティセンター(倉吉市上灘) 

        

４ 参加者：三村委員長、玉木副委員長、清水委員 

 （事務局）池口 

 

５ 内 容 

【実践発表】 

     ・琴浦町古布庄地区公民館 

     ・境港市中浜公民館 

        

    【講演・演習】 

     講師 国立大洲青少年交流の家 所長 中尾 治司 氏 

講演 

「愛媛県における公民館版ＳＤＧｓの制定経緯と取り組みの実際・課題について」 

 演習(ワークショップ) 

「このまちを、未来へつなぐには？～地域の持続と発展について考えてみよう！」 
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令和７年度鳥取県社会教育振興大会兼鳥取県社会教育委員研修会 

令和７年度大会テーマ 「輝き躍動する鳥取県社会教育の未来～広げよう、社会教育！～」 

 

１ 趣 旨 

   全県の社会教育委員をはじめ社会教育関係者が、地域づくりや人づくりに向けた生涯

学習・社会教育活動の今後のあり方について考え、ひいては県内の社会教育の充実に資

することを目的として開催されました。 

 

２ 日 時  令和７年１１月１４日（金）午前１０時３０分～午後４時 

       ※午後は社会教育委員研修会  

 

参加者：三村委員長、玉木副委員長、清水委員 

   （事務局）笠見・渡辺・福庭・松尾・池口 

実践発表 北栄町公民館 

  内 容：〈午前〉 

【講演】 

テーマ「共生社会における社会教育の可能性」 

 講師 広島大学大学院 人間社会科学研究科 准教授 松田 弥花 氏  

  

        

          〈午後〉社会教育委員研修会 

       【ワークショップ】 

 テーマ「私たちの地域で実現させたい社会教育委員活動」 

        講師 広島大学大学院 人間社会科学研究科 准教授 松田 弥花 氏 

 

     〈その他〉 

【実践発表】 

第１分科会：ガールスカウト鳥取県連盟、若桜町、伯耆町、北栄町 

北栄町「ほくラボからのまちづくり～新たな公民館から見える風景～」 

第２分科会：日野町、境港市、八頭町 

       

       【掲示発表】鳥取市、米子市、岩美町、三朝町、湯梨浜町、南部町 

日南町、鳥取県立図書館、ガールスカウト鳥取連盟 

 

 ※「掲示資料」と「実践発表資料」は県社会教育課ホームページにアップされる予定です。 

(URL) https://www.pref.tottori.lg.jp/45401.htm 

 

県社会教育課 HP 
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①生涯学習課　文化・スポーツ推進室

令和７年度　特徴的な事業や取組み（新規事業・例年とは違う取組みなど）

年間スケジュール

社会教育関係事業 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 備考

・社会教育委員会【年間３回】

●（12/1） ●

・各種研修 ●社会教育関係者研修会（9/30、12/7）

●鳥取県社会教育振興大会（11/14）

（２）社会教育推進事業 ・生涯学習出前講座

●新メニュー取りまとめ

●新メニュー周知

（３）青少年教育事業 ・青少年育成北栄町民会議

●総会（5/15） ●役員会 ●役員会

●青少年育成連絡会（7/16） ●青少年育成連絡会

●あいさつ運動推進強調期間（5/26～30）

●あいさつ運動推進強調期間（10/20～24）

●見守りパトロール（8/24） ●見守りパトロール

　　 あいさつ運動推進事業所募集

・成人式 ●式典（1/3）

・放課後子ども総合プラン運営委員会

●運営委員会（5/21） ●運営委員会

・子どもほくえい塾事業

　　子どもほくえい塾

・中部地区少年少女のつどい ・ハイスクールフォーラム

●（6/7開催地：三朝町） ●（12/7開催地：まなびタウンとうはく）

・家庭教育12か条、6:30運動の推進

・婦人会活動の補助

●補助金申請 ●実績報告

（１）社会教育委員等の会議・
研修等

（４）家庭教育推進事業

（５）社会教育関係団体への支
援

・町制20周年記念事業 すいかながいも健康マラソン大会
・令和7年度全国高等学校総合体育大会（自転車競技）
・町制施行20周年記念特別展　歴史民俗資料館特別企画展「北栄町の文化財」（10/1～11/16）
・齋尾家住宅整備・保存事業

●（5/21）
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文化・文化財事業 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 備考

（１）芸術文化の鑑賞・体験 ・芸術鑑賞教室・青少年劇場（北条小6/18、大栄小9/19、北条中11/6、大栄中6/12・6/26・11/12）

 

・アートスタート支援（通年受付）

・伝統文化・伝統芸能の継承・保存（随時） R8.1.3の成人式で

瀬戸獅子舞披露

　
（３）北栄文化回廊事業 ・北栄文化回廊

（11/3～15）※メイン期間

・事業推進（・由良台場・六尾反射炉発信、連携事業含む）

・文化財保護委員会【年間３回】 　

　 ●(6/23) ●(12/4) ●

・文化財保護に関する協議（通年） 　

文化・文化財事業 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 備考

・開発事業との調整・各種調査（通年受付・対応）

（７）歴史民俗資料館事業 ・歴史民俗資料館管理（施設管理運営:通年）

　　愛称：北栄みらい伝承館

・歴史民俗資料館運営委員会【年間２回】

　 ●(6/23) ●(12/4)

・展示事業（通年）

社会体育関係事業 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 備考

（１）保健体育総務事業 ・北栄町スポーツ推進委員協議会

・北栄町スポーツ表彰

●表彰式

（２）保健体育振興事業 ・北栄町スポーツ・文化芸術全国大会等出場奨励金交付（通年・随時）

・北栄町スポーツクラブ事業（社会体育施設指定管理者）

●ソフトボール大会

●グラウンド・ゴルフ大会

●駅伝大会

●バレーボール大会

●バドミントン大会

●卓球大会

●北栄パットゲームスター大会

●バスケットボール大会

・北栄てくてくウオーキング 1/1元旦マラソン

●第1回(4/26) ●第2回(11/8) ＆ウオーキング

・訪問型ニュースポーツ体験事業

・すいか・ながいも健康マラソン大会

●実行委員会（通年)

●マラソン大会（6/15）

令和８年度事業計画について（予定）

・第39回すいか・ながいも健康マラソン大会（R8.6.14）

（２）伝統文化・伝統芸能の継
承・保存

（４）文化財保存活用地域計画
関係事業

（５）文化財、天然記念物等の
保護及び管理

（６）埋蔵文化財関係事業

（３）すいか・ながいも健康マ
ラソン大会事業

開催校決定 （公演予定）
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②（一財）北栄スポーツクラブ

１．基本方針

　（1）町民が生涯を通じ豊かで活力ある生活を営むため、生涯スポーツ社会の創出と定着の推進を図る。

　（2）「町との協働によるまちづくり」の具現化を図り、健康で明るいまちづくりを推進する。

　（3）（一財）北栄スポーツクラブの趣旨を啓発し、会員の増員並びに多様なクラブの育成を図り、総合型地域

　　　スポーツクラブの浸透を推進する。

２．事業内容

　　基本方針に沿い理事会・評議員会を随時開催し、具体的には次の事業を行う。

　　月別事業（大会・教室等）

月

北栄スポーツクラブジュニアクラブ活動開始式 海洋センター

健康運動教室（毎週月・木・金曜日） 海洋センターほか

ヨガ教室（毎週水曜日） 海洋センター

バランスボール＆フィットネス教室（毎月第１・３土曜日）海洋センター

5 北栄ナイター野球リーグ開幕 大栄野球場

6 プールオープン(6/1) 海洋センター

東伯郡民スポーツ・レクリエーション祭（琴浦町） 東伯郡内一円

水泳教室（8月まで） 海洋センター

北栄ＢＧ塾（8月まで） 海洋センターほか

ランニング教室（11月まで） 大栄中学校グラウンドほか

夏季県民スポレク祭 全県

北栄ウオーターフェスティバル(9/14) 海洋センター

北栄ソフトボール大会(9/21)　雨天中止 大栄野球場ほか

プールクローズ(9/28) 海洋センター

北栄グラウンド・ゴルフ大会(10/4)　雨天中止 レークサイド大栄

秋季県民スポレク祭 全県

北栄駅伝競走大会(11/9) 北栄町内

中部駅伝競走大会(11/16) 中部一円

北栄バレーボール大会(11/30) 大栄中学校体育館ほか

令和７年度　　（一財）北栄スポーツクラブ事業計画

～スポーツ・健康・まちづくり～

事　　　業　　　名 開催場所

4

7

8

9

10

11
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月

北栄バドミントン大会(12/14) 北条中学校体育館

北栄剣道大会→11/30へ変更 北条ふれあい会館

ジュニア指導者研修会(12/20) 海洋センター

元旦マラソン＆ウオーキング大会(1/1) 北条農村環境改善センター

北栄卓球大会(1/18) 大栄中学校ほか

パットゲームスター大会(1/25) 海洋センター

冬季県民スポレク祭 全県

スキー教室(2/7) 恩原スキー場

北栄バスケットボール大会(2/15) 北条中学校体育館ほか

スポーツグランプリ表彰式(2/21) 大栄農村環境改善センター

３．事業

　（１）主管事業

　　　・北栄スポーツクラブ各種団体育成事業 ・各種教室等の開催事業

　　　・クラブハウスの開放事業 ・健康運動教室（毎週月・木・金曜日）

　　　・スポーツ安全保険の加入奨励事務 ・ヨガ教室（毎週水曜日）

　　　・クラブ指導者の養成研修 ・バランスボール＆フィットネス教室（第１・３土曜日）

　　　・クラブマネジャーの養成 ・北栄ＢＧ塾

　（２）協働事業

　　　・北栄町健康づくり事業

　

　（３）補助事業

　　　・スポーツ少年団　　 ・中部地区駅伝競走大会

　　　・北栄町駅伝競走大会 ・各種スポーツ大会開催事業

　　　・スポーツグランプリ表彰　 ・元旦マラソン＆ウオーキング大会

　　　・県民スポーツ・レクリエーション祭 ・東伯郡民スポーツ・レクリエーション祭

　（４）受託事業

　　　・学校体育施設の利用受付（北条・大栄小･中学校体育館、運動場、武道館に限る）　　　　　　

４．指定管理施設

令和８年度事業計画について（予定）

　　　　

・東伯郡民スポーツ・レクリエーション祭開催町

12

1

2

　　　・北栄町Ｂ＆Ｇ海洋センター 　・北条運動場　　　　 　　   ・大栄運動場

　　　・北条野球場　　　　　　　　　　　　　・北条ふれあい会館　　　・大栄ふれあい会館　　　　

　　　・北条体育館　　　　　　　　　　　　　・大栄体育館　　　　　　 　　・大栄野球場　　　　　　　　以上９施設　　　　　

開催場所事　　　業　　　名
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③生涯学習課　人権教育推進室

令和７年度　特徴的な事業や取組み（新規事業・例年とは違う取組みなど）

（１） 人権教育推進事業 ・人権を尊重するまちづくり審議会事業

●審議会

・人権啓発活動事業 ●人権の花運動（10/6大栄小　10/23北条小）

・人権擁護委員事業(相談：年間）

●街頭啓発 ●人権週間事業所訪問等（12/4）

・人権を学ぶ会事業

●協力員会議 ●協力員会議 ●協力員会議 ●協力員研修会

・ほくほクラブ事業（小中学校別通年）

・人権教育推進員設置事業

●鳥取県研究集会（8/1）

・人権教育・啓発推進協議会事業

●理事会 ●理事会

●じんけんフェスティバル(12/6)

（２）隣保館運営事業 ・教養文化教室（習字：毎月２回）

・おしゃべりサロン（毎月第３金曜日）

・分かりやすいじんけんの話（年６回）

●性的ﾏｲﾉﾘﾃｨ（9月、10月）

●子ども ●ひきこもりの状態にある人

●部落問題 ●犯罪被害者等

・ほくほくプラザだより（館報）の発行(毎月）

・部落解放中学３年生交流参加負担金事業

●部落解放中学３年生交流会

・隣保館運営審議会兼児童館運営委員会

●審議会兼委員会 ●審議会兼委員会

・人権学習会（ほくほクラブ事業）のリニューアル

各自治会実施（9月～11月）

●地区推進員
会議

●地区推進員
会議

・鳥取県人権教育推進
協議会負担金事業

　　ほくほくプラザ
　　(北栄人権文化センター)

●理事会
●総会

●生活困窮者
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（３）児童館運営事業 ・遊びの場の提供（年間）

・スマイル通信（館報）の発行（毎月）

・絵本の読み聞かせ会（毎月第２日曜日）

・各種行事（料理教室、工作教室等）

●職場体験(鳥取空港) ●科学実験 ●ほくほく食堂(12/24)

●体験(ポップコーン) ●ほくほく食堂みに

●創作(お花) ●体験(お月見団子) ●創作(まり飾り)

●ボランティア教室 ●創作(フォトフレーム) ●体験(恵方巻)

●創作(バッグ) ●創作(プラネタリウム）●バレンタインお菓子作り

●自然体験(お魚) ●職場体験(リンゴ収穫) ●木工教室

●体験(親子ヨガ) ●ほくほく食堂

令和８年度事業計画について（予定）

●ほくほく食堂

●職場体験(大山乳業)

・隣保館事業　ほくほく食堂の充実
　対象者：小学生⇒どなたでも　内容：学習のほか体験的な活動を計画

　　ほくほくプラザ
　　(北栄人権文化センター)
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④中央公民館

令和７年度　特徴的な事業や取組み（新規事業・例年とは違う取組みなど）

年間スケジュール

事業・業務名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 備考

（１）管理運営 ・施設管理運営 LED化工事

修繕工事

（２）生涯学習推進事業 ・高齢者対象講座（シニアクラブ） コース学習(10回)

●開講式(4/28) ●スポーツ交流(9/8) 総合学習(8回)

●野外研修(10/1,9)

･青少年育成講座

●おもしろまなびタイム(12回)
毎月水曜日概ね２回

●夏休みわくわく体験(8/1)

・成人対象講座

●スマホ(16回)、健康麻雀(3回)、脳トレ(14回)、つまみ細工(2回)

・民芸実習館講座

●陶芸教室（２回） 　美術展

●木竹教室（３回） 　公民館まつり

●水墨画教室（３回） 　作品出展

●木版画教室（４回）

（３）展示・発表・鑑賞事業 ・第２１回美術展（11月３日～15日）

●美術展

・公民館まつり（作品展：６月28日～７月６日）

●作品展

●芸能発表会（７月６日）

・「北栄文芸」発刊

●第78号 ●第79号 ●第80号 ●第81号

（４）団体等の育成と拡充 ･文化教室成果還元活動費助成

・文化団体協議会運営費補助金

●申請・交付決定 ●完了

（５）ほくえい未来ラボ事業 ・ほくえい未来ラボ(5月～10月)

●第1回(5/31) ●中間発表(8/10)

●第2回(6/22) ●最終発表(10/19)

●講演会(7/13)

（６）大栄分館建替事業 解体・建築に伴う各種調整・準備 12月より休館

●解体

・大栄分館建替事業

令和８年度事業計画について（予定）

・大栄分館建替事業

●閉講式
(3/9)
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1　経過

令和8年度　工事(債務負担行為)

2　今後の予定

令和7年12月下旬 入札公告

令和8年1月(2月) 契約

令和8年4月 着工　　※内装木質化工事(45,760千円)は別途

3　施設の概要

(1)高い安全性能と環境性能

 □ 災害に強い施設 浸水対策と沈下対策、複数出入口と階段で二方向避難が可能

 □ ZEB対応の施設 町内初の「ZEB」施設、環境学習や啓発拠点に

(2)交流・利便性・親しみ・学び

 □ 人が集まる空間 木質内装・ﾃﾞｯｷﾃﾗｽ・ｺﾅﾝ演出・大屋根ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ、県道前川・施設間結節

 □ 利便性の高さ 可動間仕切り、駐車・駐輪場の増設、周遊性、予約ｼｽﾃﾑ検討

 □ 親しみやすさ 子育て世代への配慮、充実した什器

 □ 学びの場 wifi接続環境、大型ﾓﾆﾀｰ、大型ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ、個別学習可能なｽﾍﾟｰｽ

(3)福祉・ユニバーサルデザイン対応

 □ 使いやすさ 自動ﾄﾞｱ、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ、ﾛｰｶｳﾝﾀｰ、身障駐車場、複数出入口と階段

 □ 分かりやすさ 音声案内、点字、多機能ﾄｲﾚ、表示ｻｲﾝ、ｶﾗｰﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝなど

143,000

1,090,430

建築主体工事

電気設備工事

機械設備工事

計

監理業務 22,990

定例会に債務負担行為として以下のとおり提案します。

工事種別 金額(千円)

678,150

246,290

なお、令和8年4月以降の建築工事の早期着工ができるよう、各種工事について12月

北栄町中央公民館大栄分館の建替えについて

現在、大栄分館解体工事と地盤変動影響調査を進めており、現時点の計画では令和8年

4月から建築工事を開始、令和9年4月の開館を予定しています。

令和7年12月上旬には、大栄分館事務所は図書館ゆら里に移転し、大倉土地改良区と

大栄町土地改良区はJA鳥取中央大栄支所東側の旧生活センターに移転予定です。

令和7年12月1日
社会教育委員会

公民館運営審議会　資料
(中央公民館)
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⑤　中央公民館　大栄分館

１　放課後子ども教室推進事業（子どもほくえい塾）

２　子どもミュージカルの公演　  令和６年８月３１日

３　パソコンカフェの開設　　　　月２回月曜日午後開催

４　小筆教室の開催　　　　　　　月２回火曜日午前開催

５　切絵教室の開催　　　　　　　月２回金曜日午後開催

６　ペン習字教室の開催　　　　　月１回火曜日午前開催

７　料理教室

　①  男性料理

　②  韓国料理

　③  生活を豊かにする料理講習

８　手づくり教室の開催

９　魅力あるロビー展示

10　町民の新規学習講座、趣味講座の立ち上げ支援

11　その他町民提案講座の実施

12　地域が元気になる事業展開を図る

令和７年度中央公民館大栄分館事業計画

 ～行って楽しい、元気になる公民館をめざして～
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令和８年度中央公民館大栄分館事業計画  

      ～行って楽しい、元気になる公民館をめざして～ 

   

１ 放課後子ども教室推進事業（子どもほくえい塾） 

２ 子どもミュージカルの公演  ２０２６年８月３０日 

３ パソコンカフェの開設    月２回月曜日午後開催 

４ 小筆教室の開催       月２回火曜日午前開催 

５ 切絵教室の開催       月２回金曜日午後開催 

６ ペン習字教室の開催     月１回火曜日午前開催 

７ 料理教室 

① 男性料理 

② 韓国料理 

③ 生活を豊かにする料理講習 

８ 手づくり教室の開催 

９ 魅力あるロビー展示 

１０ 町民の新規学習講座、趣味講座の立ち上げ支援 

１１ その他町民提案講座の実施 

１２ 地域が元気になる事業展開を図る 
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No. 事業名 場所 指導者 回数
参加
延人数

保護者
延人数

指導者
延人数

1 囲碁教室 大栄分館 囲碁クラブ員 13 56 2 29

2 料理教室（大栄） 大栄分館
大栄地区食生活
改善推進員

3 33 23

3 料理教室（北条） 中央公民館
北条地区食生活
改善推進員

3 31 23

4 茶道教室（大栄） 大栄分館 吉田宗美ほか 5 24 2 10

5 茶道教室（北条） 中央公民館 吉田宗令ほか 14 69 9 38

6 ジュニアスポーツ 海洋センター他 山根雄一ほか 6 58 18 7

7 ふるさと花植え隊
コナン通り
駅前通り

大栄生涯学習
まちづくり研究会

5 9 6 25

8 生マシュマロ 大栄分館 NPOまちづくりネット 1 22 4 4月5日 土

9 たけのこ掘り 高千穂 福田愛治ほか 1 21 8 4月26日 土

10
赤十字運動
街頭キャンペーン

道の駅大栄
道の駅ほうじょう

大栄日赤奉仕団
北条日赤奉仕団

2 7 2 15 5月10日 土

11 はんことレターセット 大栄分館 NPOまちづくりネット 1 15 3 5月10日 土

12 カケラアート 大栄分館 NPOまちづくりネット 1 9 2 6月7日 土

13 ほたる観察会 妻波地区 吉野昭則ほか 1 12 11 5 6月7日 土

14 永久ゴマ 大栄分館 福田愛治ほか 1 10 5 3 7月12日 土

15 陶芸体験教室 民芸実習館 陶芸教室会員 2 44 23 16
７月20日
８月10日

日

16
夏休みの宿題
習字を書こう

大栄分館 大栄書道愛好会員 2 32 16
７月27日
８月３日

日

17
スーパーボールを作ろ
う

大栄分館 NPOまちづくりネット 1 32 1 3 8月4日 月

18 カレーライスの日 大栄分館 NPOまちづくりネット 1 100 8月6日 水

19
ミシンで小さなお財布
を作ろう

大栄分館 NPOまちづくりネット 1 7 1 4 8月27日 水

20
ハーバリウムボールペ
ン

大栄分館 NPOまちづくりネット 1 19 2 9月13日 土

21 フラワーアレンジメント 大栄分館 長柄敏子 1 7 3 10月18日 土

指定した土曜日

指定した土曜日

指定した土曜日

指定した土曜日

指定した日曜日

４～１０月
指定した土曜日

第１・３土曜日

令和７年度放課後子ども教室推進事業「子どもほくえい塾」

１　目　　的
　平成１６年度から令和６年度まで継続実施してきた放課後子ども教室推進事業「放課後子ども総
合プラン」により、子どもたちのより安全な居場所づくり、体験活動に取り組める居場所を中央公
民館・中央公民館大栄分館に求め、ふるさと北栄町を舞台に、放課後や週末日、長期休業中などの
様々な体験活動を町民有志ボランティアの指導協力によって行ってきた。令和７年度以降もこれを
中央公民館大栄分館において継続し、地域の子ども達を地域の大人が見守り、育て、ふるさと北栄
町に愛着を持つ健全な青少年を育成するとともに、地域の大人たちのこれまでの生涯学習の成果を
子どもたちに伝承する。

　２　実施事業 令和７年４月１日～令和７年１０月３１日

備考
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22 ハロウィンバーガー 大栄分館 NPOまちづくりネット 1 15 4 10月25日 土

23 ステンドグラスアート 大栄分館 NPOまちづくりネット 11月8日 土

24 前川魚つり大会 大栄分館 NPOまちづくりネット 11月15日 土

25 募金活動でちょボラ 道の駅ほうじょう 北条日赤奉仕団 12月6日 土

募金活動でちょボラ 道の駅大栄 大栄日赤奉仕団 12月7日 日

26 ブッシュドノエル 大栄分館 NPOまちづくりネット 12月6日 土

27 書き初め大会 改善センター 大栄書道愛好会 1月10日 土

28 プラバン 図書館 NPOまちづくりネット 1月17日 土

29 チョコバナナバウム 増進センター NPOまちづくりネット 2月7日 土

30 子ども公民館まつり
大栄分館
大栄体育館

NPOまちづくりネット 2月23日 日

31 バス遠足 鏡野町 NPOまちづくりネット 3月27日 土

計 67 632 80 243
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⑥図書館

令和７年度　特徴的な事業や取組み（新規事業・例年とは違う取組みなど）

年間スケジュール

事業・業務名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 備考

（１）図書館管理事業

・施設管理 通年

・蔵書点検

（２）図書館運営事業

・図書館ボランティア

通年

●（夏休み）中高生ボランティア

・本の特集

通年

・ブックリサイクル ●（分室のみ） ●（両館）

（３）図書館魅力化事業 ●夢の図書館プロジェクト企画 随時

●図書館コンサート

・ギャラリーゆら里の活用 12月～中央公民館

事務所

（４）絵本でつながる ●こども読書週間イベント

　　　まちづくり事業

●読み聞かせ入門講座

●読み聞かせワークショップ

・ブックスタート

● ● ● ● ● ● 隔月年6回

・マタニティ・ファーストブック（パパママ教室含む）

通年

・おはなし会（館内、こども園・高齢者施設などの巡回）

通年

・おすすめ絵本リレー（HP）

月1回

・音読教室

● ● ● ● ● ● 隔月年6回

①図書館魅力化事業の主催は、図書館と夢の図書館プロジェクトの2本立てで行う。
・新たなメンバーを公募する
　
②図書館における障害者サービスを進める。（長期的に取り組む）
・LLブック等の購入・職員研修

令和８年度事業計画について（予定）

・e-sportsによる地域活性化を図る。
・コワーキングスペースの活用により仕事等に集中できる居場所を提供する。
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○北栄町社会教育委員に関する条例 

平成17年10月１日 

条例第80号 

(設置) 

第１条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定により、

北栄町に北栄町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。 

(職務) 

第２条 委員は、社会教育に関し次の職務を行う。 

(１) 社会教育に関し諸計画を立案すること。 

(２) 北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じこれに

対して意見を述べ、助言すること。 

(３) 前２号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。 

(定数) 

第３条 委員の定数は、12人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者並びに

学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。 

(任期) 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 第１項の任期は、教育委員会の委嘱の日から起算する。 

第５条 教育委員会は、必要な事項があると認めたときは、委員の任期中でも

これを解嘱することができる。 

(委任) 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則でこれを定め

る。 

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、平成17年10月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 第４条の規定にかかわらず、合併後最初に委嘱する委員の任期は、平成18

年３月31日までとする。 
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○北栄町中央公民館条例 

平成17年10月１日 

条例第81号 

改正 平成21年３月23日条例第18号 

平成23年３月28日条例第５号 

平成24年３月28日条例第10号 

(趣旨) 

第１条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」とい

う。)第24条の規定に基づき、北栄町が設置する中央公民館に関し必要な事項

を定めるものとする。 

(名称及び位置) 

第２条 中央公民館(以下「公民館」という。)の名称及び位置は、次のとおり

とする。 

名称 位置 

北栄町中央公民館 北栄町土下112番地 

北栄町中央公民館大栄分館 北栄町由良宿800番地 

(公民館運営審議会) 

第３条 公民館に法第29条第１項の規定により公民館運営審議会(以下「審議

会」という。)を置く。 

２ 審議会は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動

を行う者並びに学識経験のある者のうちから北栄町教育委員会(以下「教育委

員会」という。)が委嘱する委員12人以内をもって組織する。 

３ 審議会は、館長の求めに応じ、公民館運営に関する意見具申及び公民館に

おける各種の事業の企画運営の参画に当たる。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 委員に欠員が生じた場合は、他の適任者を委嘱することができる。ただ

し、補欠委員の任期は、前任者の残任(任期)期間とする。 

(利用許可及び取消し等) 

第４条 公民館を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければな

らない。 

２ 次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、公民館の利用を許可
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せず、又は許可を取り消すことができる。 

(１) 公益を害するおそれがあるとき。 

(２) 営利を目的とするとき。 

(３) 管理上支障があるとき。 

(４) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77

号)第２条第２号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。 

(５) その他教育委員会が利用を不適当と認めたとき。 

(使用料) 

第５条 公民館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に

定める使用料を納付しなければならない。ただし、公用又は社会教育を目的

とするもの及び教育委員会において特別の理由があると認めたときは、使用

料を減額し、又は免除することができる。 

(利用者の義務等) 

第６条 利用者は、その責めに帰することのできる理由によって公民館の設備

その他の器具を滅失し、又は破損した場合は、教育委員会が定める損害額を

賠償しなければならない。 

(指定管理者による管理) 

第７条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の２第３項

に基づき、教育委員会の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に、

北栄町中央公民館大栄分館(以下「大栄分館」という。)の管理を行わせるこ

とができるものとする。 

２ 前項の規定により、指定管理者に大栄分館の管理を行わせる場合の指定管

理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。 

(１) 法第22条に掲げる業務 

(２) 大栄分館の利用許可に関する業務 

(３) 大栄分館の使用料の収受に関する業務 

(４) 大栄分館の維持管理に関する業務 

(５) その他教育委員会が特に必要と認める業務 

３ 第１項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合(以下「指定管理

者管理の場合」という。)、第４条、第５条及び第６条中「教育委員会」とあ

るのは、「指定管理者」と読み替える。 

24



 

４ 指定管理者管理の場合、別表の使用料の額は、指定管理者があらかじめ町

長の承認を得て定めるものとし、その使用料は指定管理者にその収入として

収受させるものとする。 

(委任) 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。附 

則 

(施行期日) 

１ この条例は、平成17年10月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の北条町公民館条例(昭和62年

北条町条例第３号)又は大栄町立中央公民館条例(昭和46年大栄町条例第10

号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手

続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみな

す。 

３ 平成18年３月31日までの利用に係る使用料については、合併前の条例及び

大栄町行政財産使用条例(昭和45年大栄町条例第26号)の使用料の例によるも

のとする。 

附 則(平成21年３月23日条例第18号) 

この条例は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則(平成23年３月28日条例第５号) 

この条例は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則(平成24年３月28日条例第10号) 

この条例は、平成24年４月１日から施行する。 
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○北栄町中央公民館条例施行規則 

平成17年10月１日 

教育委員会規則第18号 

改正 平成21年４月１日教委規則第２号 

平成23年２月25日教委規則第１号 

平成23年３月30日教委規則第３号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、北栄町中央公民館条例(平成17年北栄町条例第81号。以

下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(公民館運営審議会の委員長等) 

第２条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長及び副委員長を

各１人置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。 

３ 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代

理する。 

(会議) 

第３条 審議会の会議は必要に応じて、委員長が招集する。 

２ 会議の議長は、委員長が当たる。 

(定足数) 

第４条 会議は、委員定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができな

い。 

(議事) 

第５条 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

(議事録の調製) 

第６条 議事録は、公民館長が調製し、委員長及び委員長が指名した委員が署

名しなければならない。 

(利用許可申請) 

第７条 北栄町中央公民館(以下「公民館」という。)を利用しようとする者

は、条例第４条の規定により中央公民館・大栄分館利用許可申請書(様式第１
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号)を、館長に提出しなければならない。 

(利用許可) 

第８条 館長が公民館の利用を許可したときは、中央公民館・大栄分館利用許

可書(様式第２号。以下「許可書」という。)を交付する。 

(許可書の提示) 

第９条 公民館の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、公民館の

利用に際し、許可書を館長に提示し、その指示を受けなければならない。 

(利用日及び利用時間) 

第10条 公民館の利用日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、北栄町

教育委員会が特に必要があると認めたときは、臨時に休館し、又は利用日若

しくは利用時間を変更することができる。 

(１) 利用日 １月４日から12月28日まで 

(２) 利用時間 午前８時30分から午後10時まで 

(読み替え) 

第11条 条例第７条第１項の規定により、公民館の管理を指定管理者に行わせ

る場合、第７条、第８条及び第９条中「館長」とあるのは、「指定管理者」

と読み替える。 

附 則 

(施行期日) 

１ この規則は、平成17年10月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の北条町公民館運営規則(昭和

62年北条町教育委員会規則第１号)又は大栄町立中央公民館条例施行規則(昭

和46年大栄町教育委員会規則第１号)の規定によりなされた処分、手続その他

の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則(平成21年４月１日教委規則第２号) 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則(平成23年２月25日教委規則第１号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成23年３月30日教委規則第３号) 

(施行期日) 
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１ この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この規則の施行の際現に作成されている用紙は、各条の規定による改正後

のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使

用することができる。 
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